
 

令和４年度 第２回上越市障害者差別解消支援地域協議会 

 

次 第 

 

 

日時：令和 5 年 2 月 24 日（金） 

 10：00～11：30 

場所：上越市役所 402・403会議室 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

２ 委員交代について 

 

 

 

３ 議 題 

⑴  令和 4年度の取組について ・・・・・資料 1 

 

⑵  令和 5年度の取組について ・・・・・資料 2 

 

 

 

４ その他 



 

1 

 

令和 4年度の取組状況について 

 

（1）障害福祉事業所及び地域包括支援センターへの周知 

   ・相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、地域包括支援センターに対し、報告

の依頼及び啓発パンフレットの配布により、意識づけを行った（5月 18日）。 

・当協議会にて、報告の流れや様式等が関係機関に知られていないとの指摘があっ

たことから、改めて障害福祉事業所及び地域包括支援センターへの周知を行った。

（12月 26日実施）。 

【参考資料１】依頼文（5月 18日付） 【参考資料２】依頼文（12 月 26日付） 

 

（2）企業を対象とした啓発 

・市内企業に対し、上越商工会議所の会報を通じて、啓発パンフレットの配布によ

り、意識づけを行った（5月発行） 

    【参考資料３】啓発用パンフレット    

 

（3）市職員向け研修会の開催 

〇新採用職員研修会（5月 12日実施） 

・内容：上越市手話言語及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例

及び障害者差別解消法について 

・講師：福祉課職員 

 

〇庁内各課へ合理的配慮等について周知・啓発（6月 1日実施） 

 

（4）関係機関への研修 

・民生委員・児童委員ブロック研修会において、内閣府作成のパンフレットを配布 

 

（5）市民への啓発 

〇『福祉・介護・健康フェア』in上越 

・日 時 令和 4年 10月 22日 オーレンプラザ 

・講 演 会 テーマ：誰もが活躍できる社会を目指して-スポーツの力は無限大-  

          講 師：廣瀬 誠氏 

※主催：新潟日報社、新潟県社会福祉協議会、上越市社会福祉協議会 

共催：上越市 

    【参考資料４】福祉・介護・健康フェア 2022in上越チラシ 

 

〇市広報やホームページを活用した啓発 

 ・広報じょうえつ 12月号の障害者週間（12/3～12/9）のお知らせにおいて、障

害者差別解消法について掲載、広く市民への周知・啓発を図った。 

    【参考資料５】広報じょうえつ 2022年 12月号記事 

 

 

資料１ 

 



 

2 

 

 

 

（6）事例の共有と対応 

第 1回上越市障害者相談支援協議会にて事例の共有と対応 

   〇事例の共有 

・上越市障害者差別解消支援地域協議会にて、事例を共有し、新潟県宅地建物

取引業協会宛に周知啓発を図る必要があるとの意見が出た。 

   

 〇対応 

・関係機関・本人への聞き取り、意向確認を行った。 

・新潟県宅地建物取引業協会 上越支部長と面会し、障害者差別解消法につい 

 てあらためて説明するとともに、会員への周知を依頼した。 

・新潟県宅地建物取引業協会を通じ、「障害者差別解消法」に基づく差別解消 

及び合理的配慮の提供について、上越支部会員への周知を行った（12月 20 

日実施）。 

    【参考資料６】依頼文  



 
参 考 資 料 1 

令和4年5月18日 

 

相談支援事業所管理者 様 

障害福祉サービス事業所管理者 様 

地域包括支援センター管理者 様 

 

上越市福祉部福祉課長 

 

障害を理由とする差別等に関する情報提供について（お願い） 

 

日頃から、市の障害福祉施策にご理解とご協力をいただき、お礼申し上げます。 

市では、障害を理由とする差別の解消及び人格と個性をお互いに尊重し合いながら共生す

る社会の実現に向け、平成29年度から上越市障害者差別解消支援地域協議会を設置し、関係

機関と連携して取組を進めています。 

障害を理由とする差別等に関する情報提供については、昨年度も各事業所宛てに依頼させ

ていただいているところですが、引き続き表面化していない事例も含め実態把握に努めたい

と考えておりますことから、日頃、障害をお持ちの人と接することの多い関係機関の皆様に

おかれましては、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 情報提供について 

・別紙１「障害のある方への差別事案等 相談・情報シート」により報告してください。 

・相談項目別の件数のみを把握するための調査となります。 

・提出いただいた内容は、上越市障害者差別解消支援地域協議会等において情報共有します。 

・障害を理由とする差別等については、別紙 2「合理的配慮を知っていますか？」のほか、内閣

府ホームページ「合理的配慮サーチ」を参考にしてください。 

２ 内容についての共有・相談が必要な事案について 

・件数の報告をいただく事案の中で、具体的な対応について相談が必要なもの、上越市障害者

差別解消支援地域協議会等で広く共有すべき事案については、別途、詳細を下記担当までご

連絡ください。 

・事案内容についての相談・情報提供にあたっては、当事者に了解を得てください。 

 

＜問い合わせ・提供先＞ 

上越市福祉課福祉第一係 担当：清水、太田 

℡:025-526-5111（内線1151、1149） 

Fax:025-525-5157 

E-mail:fukusi@city.joetsu.lg.jp 



 
参 考 資 料 2 

令和4年12月26日 

 

相談支援事業所管理者 様 

障害福祉サービス事業所管理者 様 

地域包括支援センター管理者 様 

 

上越市福祉部福祉課長 

 

障害を理由とする差別等に関する情報提供について（お願い） 

 

日頃から、市の障害福祉施策にご理解とご協力をいただき、お礼申し上げます。 

市では、障害を理由とする差別の解消及び人格と個性をお互いに尊重し合いながら共生する社

会の実現に向け、平成29年度から上越市障害者差別解消支援地域協議会を設置し、関係機関と連

携して取組を進めています。 

障害を理由とする差別等に関する情報提供については、5月18日付で既に依頼しているところ

ですが、先般開催された上越市障害者差別解消支援地域協議会において、報告の流れや様式等が

関係機関に知られていないとのご指摘をいただいたことから、内容を整理し、あらためて周知さ

せていただきます。 

日頃、障害をお持ちの人と接することの多い関係機関の皆様におかれましては、引き続きご協

力をお願いいたします。 

記 

１ 情報提供について 

・通常の相談支援の中で対応した案件について、行政や事業者からの差別や合理的配慮の不提

供に該当する事案があった場合は、様式１「報告シート」により報告してください。 

・提出いただいた内容は、上越市障害者差別解消支援地域協議会等において、地域の実態とし

て情報共有します。 

・相談項目別の件数のみを把握するための調査となります。 

・障害を理由とする差別等については、別紙 1「合理的配慮を知っていますか？」のほか、内閣

府ホームページ「合理的配慮サーチ」を参考にしてください。 

 

２ 内容についての共有・相談が必要な事案について 

・上記の件数の報告をいただいた事案の中で、通常の相談支援の中では終結せず具体的な対応

について相談が必要なもの、一旦終結はしたが上越市障害者差別解消支援地域協議会等で共

有し広く周知啓発等の取組を求めたい事案等については、別途、様式 2「相談・情報シート」

を作成し、下記担当までご連絡ください。※相談後の流れについては、別紙 2 を参考にして

ください。 

 ＜問い合わせ・提供先＞ 

上越市福祉課福祉第一係 担当：太田、清水 

℡:025-526-5111（内線1149，1151） 

Fax:025-525-5157 

E-mail:fukusi@city.joetsu.lg.jp 



参 考 資 料 ３
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2022・12　広報21

　12月４日～10日は、法務省と全国人権擁護委員連合会が定めた「人権週間」、12月10日は世界人権宣言が採択
されたことを記念して国際連合が定めた「人権デー」です。

12月～令和５年３月の主な催しのご紹介
●人権擁護委員による人権相談
　各月20日の午前９時30分～午後０時30分・市民プラザにおいて、「特設人権相談所」を開設します。
問新潟地方法務局上越支局（☎025-525-4163）
●拉致問題巡回写真パネル展、映画「めぐみへの誓い」上映会
　北朝鮮による拉致問題への理解を深め、関心を持ち続けていただくため、パネル展の開
催と映画上映を実施します。
○写真パネル展
時所12月16日㊎～令和５年１月９日㊊・㊗午前８時30分～午後10時（直江津学びの交流館）
令和５年１月11日㊌～26日㊍午前８時30分～午後10時（吉川コミュニティプラザ）
○映画「めぐみへの誓い」上映会
時所12月24日㊏午前10時～正午（直江津学びの交流館）　定70人程度（申込順）　申名前・
住所・電話番号を明記の上、12月16日㊎までに人権・同和対策室へファクシミリで申し込み

　「障害者週間」は、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会、経済、文化そのほか
あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、障害者基本法に定められています。障害の
ある人は、周囲が理解し、配慮することで活動の幅が広がります。誰もがお互いに人格と個性を尊重して支え合う社
会を目指し、市民の皆さん一人一人の理解と協力をお願いします。
●障害者差別解消法を知っていますか？
　「障害者差別解消法」は、障害を理由とした差別をなくし、障害のある人もない人も平等に生活できる社会づくりを
推進するための法律です。この法律は、行政機関や事業者を対象としていますが、市民の皆さんも、障害について理解し、
障害を理由とした不当な区別や制限に気付き、解消していくようご協力をお願いします。
●ヘルプマーク・ヘルプカードを見かけたら
　ヘルプマーク・ヘルプカードは、外見からは分からなくても、周囲の人からの援助を必
要としている人が身に付け、周囲から配慮を受けやすくすることを目的としたものです。
利用者を見掛けたら、思いやりのある行動をお願いします。

12月4日～10日は「人権週間」、12月10日は「人権デー」

12月３日～９日は障害者週間です
～大切にしよう「相手を理解し配慮すること」～

ヘルプカード ヘルプマーク

 問合せ…福祉課（025-520-5695）

 問合せ…人権・同和対策室（☎025-520-5683・FAX025-520-5853）



 参 考 資 料 ６ 

令和４年１２月２０日 

 

 

公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会 

上越支部 会員の皆様 

 

 

上越市福祉課長 

 

 

「障害者差別解消法」に基づく差別解消及び合理的配慮の提供について（お願い） 

 

 

日頃から、市の障害福祉施策にご理解とご協力をいただき、お礼申し上げます。 

市では、障害を理由とする差別の解消及び人格と個性をお互いに尊重し合いながら

共生する社会の実現に向け、障害者差別解消法の規定に基づき、上越市障害者差別解

消支援地域協議会を設置し、関係機関と連携して取組を進めています。 

さて、先日、市福祉課へ障害を理由として不動産物件の内覧を断られたとの情報提

供があり、協議会において情報共有をしたところ、委員の皆様から類似の案件は他で

も聞くことがあり周知啓発が必要とのご意見をいただきました。 

会員の皆様におかれましては、既に障害のある人への合理的配慮などの取組みをい

ただいていることとは存じますが、あらためて別紙パンフレットをご確認いただき、

引き続き、差別解消に向け取り組んでいただきますよう、お願いいたします。 

また、障害者差別解消法の改正により、合理的な配慮の提供については、現行の努力

義務から義務へと改められます（令和３年６月４日に法改正され、３年を超えない範囲

内で施行されます）ので、御留意いただくとともに、貴事業所の職員の皆様へご周知く

ださいますよう、お願いいたします。 

 

 

問合せ先 

〒943-8601  上越市木田 1丁目 1番 3号 

福祉課  福祉第一係 太田・清水 

℡ :025-526-5111（内線 1149・1151） 

Fax:025-525-5157 

E-mail:fukusi@city.joetsu.lg.jp 



 

 

 

令和 5年度の取組について 

１ 現 状 

・「不当な差別的扱い」や「合理的な配慮を行わない」などの事案について、事業所

等から 1件の情報提供があった。 

・令和 2 年度に、障害のある人を対象に実施した「障害福祉計画ニーズ調査」の結果

や、協議会委員からの「相談はあったが、会社（施設）側には言わないでほしいと

言われた」などの発言から、情報提供や相談に繋がらない事例も多いと推定される。 

・市福祉課窓口での相談については、結果として「不当な差別的扱い」や「合理的な

配慮を行わない」に該当するものはなかった。 

 

２ 課 題 

 ・当事者が声をあげることに抵抗が大きい現状もあることから、当事者が相談しやす

い環境を整備するほか、事業所職員や相談員等が差別事案に気づき、市への情報提

供等につなげる必要がある。 

 ・障害者差別解消の推進に向け、市民に対する障害特性や合理的配慮の効果的な伝え

方を検討していく必要がある。 

 

３ 協議会について 

〇年 2回開催予定（年 1回の「定例会」、必要に応じて「臨時会」を予定） 

・内容：「定例会」は、前年度の取組状況と来年度の取組計画について共有・意見交

換を行う。「臨時会」は、協議・助言が必要な事例が発生した場合に招集す

る。 

 

４ 取組（案）について 

（1）障害福祉事業所及び相談支援事業所等への周知啓発（5月頃を予定） 

・内容：相談支援事業所、障害福祉サービス事業所、地域包括支援センターに対 

    し、報告の依頼及び啓発パンフレットの配布 

（2）企業等を対象とした周知・啓発 （5月頃を予定） 

・内容：企業等へ啓発用パンフレット等を配布。 

（3）市職員向け研修会の開催等 

   ①新採用職員向け研修会の実施（5月頃を予定） 

   ②庁内各課への周知・啓発  （4月頃を予定） 

・内容：障害者差別解消法に基づく適切な対応（差別的な取扱の禁止及び障壁を 

除去するための合理的配慮の提供義務付け）について 

（4）関係機関への周知・啓発 

  ①民生委員・主任児童委員  （7月頃を予定）   

・内容：障害者差別解消法や合理的配慮に関するパンフレット等の配布 

（5）市民への周知・啓発 

①市民啓発イベントの実施      （11月頃を予定） 

②市広報やホームページを活用した啓発（12月頃を予定） 

 

資料２ 

 




